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※既設の単独処理浄化槽を再利用する場合の撤去費補助金の限度額は12万円です

合併処理浄化槽への転換補助金を増額します

■問 □谷 下水道課庶務係（☎内線3135）

　今年度から、合併処理浄化槽への転換補助金の補助額を一部増額します。予算額に達し次第、受付を終了し
ますので合併処理浄化槽への転換を検討している人はお早めに申請してください。補助金額は下表のとおりで
す。申請方法など詳細はお問い合わせください。
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人槽区分

5人槽
6～7人槽
8～10人槽

5人槽
6～7人槽
8～10人槽

補助金額
（限度額）
81.2万円
89.4万円
102.8万円

設置費補助金
33.2万円
41.4万円
54.8万円

補助金額の内訳
宅内配管補助金

33万円
（限度額）

撤去費補助金

15万円
（限度額）

①単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換した場合
■補助金額

受付期間　令和9年1月29日（金）まで（予算額に達し次第終了）

人槽区分
補助金額
（限度額）
78.2万円
86.4万円
99.8万円

設置費補助金
33.2万円
41.4万円
54.8万円

補助金額の内訳
宅内配管補助金

33万円
（限度額）

撤去費補助金

12万円
（限度額）

②し尿汲み取り槽から合併処理浄化槽へ転換した場合

注意事項
・必ず工事着工前に申請してください。
・市で実施する他の補助金制度と、補助対象個所を重複させての申請はできません。
・公共下水道供用開始区域および事業計画区域、秋間みのりが丘地域は補助金対象外です。

　市は、令和8年度から始まる「安
中市環境基本計画2026」を策定
しました。本計画は、安中市環境
基本条例に基づくもので、環境行
政における最上位の計画です。計
画期間は10年で、「豊かな自然を
再興し　脱炭素・資源循環をめざ
すまち　あんなか」を望ましい環
境像とします。環境問題を解決
し、本計画を着実に進めるために
は行政だけでなく、市民・事業者

の皆さんの協力が必要です。
　本計画は市■HP のほか□本 総合案
内、□ク 環境政策課、□松 松井田振興
課、文化センター、文化会館、各
地区公民館、各地区生涯学習セン
ターなどでご覧いただけます。
■問 □ク 環境政策課環境推進係
（☎内線1883）

安中市環境基本計画2026を策定しました

子育て・教育 child rearing・education

■持 母子手帳、バスタオル、各種健康診査票、
子育て支援ノート、アンケート（4か月、1歳6
か月、3歳児）、当日尿（3歳児のみ）、仕上げ
磨き用歯ブラシ（1歳、1歳6か月、2歳、2歳
6か月、3歳児）

4～5月の乳幼児健診

4か月児健診
4月24日（金）　令和7年12月生
5月29日（金）　令和8年  1月生

8か月児健診
4月17日（金）　令和7年  7月生
5月22日（金）　令和7年  8月生

1歳児すくすく相談
4月20日（月）　令和7年  3月生
5月25日（月）　令和7年  4月生

3歳児健診
4月  9日（木）　令和5年  2月生
5月14日（木）　令和5年  3月生

1歳6か月児健診
※4月はありません
5月13日（水）　令和6年9・10月生

2歳6か月児歯科健診
4月16日（木）　令和5年  8月生  
5月21日（木）　令和5年  9月生

2歳児歯科健診
4月22日（水）　令和6年  2月生
5月27日（水）　令和6年  3月生

■問 □本 健康づくり課母子保健係（☎内線1174）
■時 午後1時～2時　　■場 安中市保健センター

2026年4月1日号□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

■市内初、病児対応型の保育施設が開設されます
　病児対応型（病児保育）の保育施設は、病気の回復期に至らないが、当面の症状の急変が認められない場合、
一時的に保育を実施する専用施設です。市内には病後児対応型（病後児保育）の保育施設（病気の回復期に一時
的に保育する専用の施設）もあるので、あわせてご利用ください。

■病児・病後児保育施設の利用予約がスマートフォンから可能に
 スマホやパソコンなどから病児・病後児保育施設の予約やキャンセル、空き状況を確認できる病児・病後児
保育施設利用予約システムの運用を始めます。運用開始時期や利用方法などは、市■HP でご確認ください。

■診療情報提供書のレイアウトが変わります
　病児対応型の開設と予約システムの運用開始に伴い、診療情報提供書の記載内容などを変更しました。病児
対応型、病後児対応型ともに同じ様式になりますので、4月1日以降に市内保育施設を利用する場合はご注意
ください。様式は市■HP からダウンロードできます。

4月からの病児保育事業について

予約はこちら

■問 □本 こども課幼児教育保育係（☎内線1163）

種　類
病後児保育
病児保育（新）
病後児保育
病後児保育

電話番号
☎385-5233

☎385-5541

☎384-1501

所在地
簗瀬25－1

中後閑724

下後閑509－1

施設名
原市保育園

後閑あさひ保育園

あさひ第二保育園


